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防
火
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル

「
平
田　
レ
イ
ナ
さ
ん
の

作
品
が
ポ
ス
タ
ー
に
！
」

　

毎
年
実
施
し
て
い
る
防
火
ポ
ス

タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
に
つ
い
て
、
今
年

は
町
内
の
中
学
生
を
対
象
に
募
集
し

た
と
こ
ろ
、
96
点
の
応
募
が
あ
り
、

審
査
の
結
果
、
次
の
と
お
り
入
選
作

品
が
決
定
し
ま
し
た
。

　
最
優
秀
賞
作
品
の
中
か
ら
平
田
レ

イ
ナ
さ
ん
の
作
品
を
火
災
予
防
啓
発

用
ポ
ス
タ
ー
に
採
用
、
町
内
の
事
業

所
や
観
光
施
設
な
ど
に
配
布
し
、
火

災
予
防
に
役
立
て
ま
す
。

１
学
年
の
部

最
優
秀
賞　
下し

も
田だ　
紗さ

矢や

華か

さ
ん

�

（
箱
根
町
立
箱
根
中
学
校
）

優
秀
賞　
　
藤ふ

じ
元も

と　
愛あ

い
子こ

さ
ん

�

（
函
嶺
白
百
合
学
園
中
学
校
）

優
良
賞　
　
村む

ら
田た　
瑞み

ず
葵き

さ
ん

�

（
函
嶺
白
百
合
学
園
中
学
校
）

２
学
年
の
部

最
優
秀
賞　
平ひ

ら
田た　
レ
イ
ナ
さ
ん

�

（
箱
根
町
立
箱
根
中
学
校
）

優
秀
賞　
　
永な

が
井い　
萌も

え
子こ

さ
ん

�

（
箱
根
町
立
箱
根
中
学
校
）

優
良
賞　
　
井い

の
上う

え　
未み

来く

さ
ん

�

（
箱
根
町
立
箱
根
中
学
校
）

３
学
年
の
部

最
優
秀
賞　
山や

ま
田だ　
紗さ

莉り

奈な

さ
ん

�

（
箱
根
町
立
箱
根
中
学
校
）

優
秀
賞　
　
大お

お
水み

ず　
紅も

み
乃の

さ
ん

�

（
箱
根
町
立
箱
根
中
学
校
）

優
良
賞　
　
山や

ま
本も

と　
萌も

え
乃の

さ
ん

�

（
箱
根
町
立
箱
根
中
学
校
）

１
学
年
の
部　
最
優
秀
賞
作
品

２
学
年
の
部　
最
優
秀
賞
作
品

３
学
年
の
部　
最
優
秀
賞
作
品

『
火
の
用
心

こ
と
ば
を
形
に　
習
慣
に
』

�

︱
秋
季
火
災
予
防
運
動
︱

　
少
し
ず
つ
寒
さ
が
増
す
こ
の
時
季

に
、
火
災
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
を
目

的
と
し
て
11
月
９
日
㈭
～
15
日
㈬
ま

で
『
秋
季
火
災
予
防
運
動
』
を
実
施

し
ま
す
。

　
こ
の
運
動
は
、
火
災
の
発
生
し
や

す
く
な
る
こ
の
時
季
に
、
皆
さ
ん
に

防
火
を
心
が
け
て
い
た
だ
き
、
尊
い

生
命
や
財
産
を
奪
う
火
災
を
防
ぐ
た

め
、
全
国
一
斉
に
展
開
さ
れ
る
も
の

で
す
。

実
施
内
容

・�

防
火
ポ
ス
タ
ー
展
（
役
場
本
庁
舎

住
民
ホ
ー
ル
）
11
月
９
日
㈭
～
15

日
㈬

・�

幼
年
消
防
ク
ラ
ブ
を
対
象
に
し
た

防
火
・
防
災
教
育

・�
防
災
業
者
に
よ
る
老
朽
化
消
火
器

の
回
収
（
有
料
）
及
び
消
火
器
・

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
販
売
11
月

11
日
㈯
10
時
～
12
時
（
消
防
本
部
・

箱
根
分
遣
所
）
13
時
～
15
時
（
役

場
本
庁
舎
・
仙
石
原
分
遣
所
）

・�

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
普
及
促
進

活
動

・�

地
域
消
防
団
を
中
心
と
し
た
地
域

防
火
推
進
活
動

【
空
き
地
・
空
き
家
の
管
理
】

　
放
火
、
た
ば
こ
の
投
げ
捨
て
な
ど

に
よ
る
火
災
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、

所
有
者
、
管
理
者
は
適
正
な
管
理
を

お
願
い
し
ま
す
。

・
空
き
地
の
管
理

①�

枯
草
は
刈
り
取
る
か
、
土
砂
な
ど

で
埋
め
ま
し
ょ
う

②�

燃
え
や
す
い
も
の
が
あ
る
場
合
は
、

周
囲
を
フ
ェ
ン
ス
な
ど
で
囲
い
、

み
だ
り
に
人
が
入
れ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う

・
空
き
家
の
管
理

①�

簡
単
に
人
が
出
入
り
で
き
な
い
よ

う
に
施
錠
し
ま
し
ょ
う

②�

燃
え
や
す
い
も
の
を
周
囲
に
置
か

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

③�

ガ
ス
、
電
気
は
確
実
に
切
っ
て
、

プ
ロ
パ
ン
ボ
ン
ベ
、
危
険
物
（
灯

油
な
ど
）
は
、
置
か
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う

照
会
先　
消
防
本
部
消
防
総
務
課
予

防
係
☎
８
２
―
４
５
０
５

消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

『
住
宅
用
火
災
警
報
器
』に
つ
い
て

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
10
年
を
目

安
に
交
換
が
必
要
で
す
。

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
古
く
な

る
と
電
子
部
品
の
寿
命
や
故
障
、
電

池
切
れ
な
ど
で
火
災
を
感
知
し
な
く

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
日
頃
の

点
検
が
と
て
も
大
切
で
す
。

　
電
池
式
の
住
宅
用
火
災
警
報
器
本

体
や
電
池
の
寿
命
は
お
お
む
ね
10
年

と
な
っ
て
い
ま
す
。
設
置
か
ら
10
年

を
目
安
に
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
交

換
し
ま
し
ょ
う
。（
設
置
時
期
を
確

認
す
る
に
は
本
体
に
記
載
さ
れ
て
い

る
「
製
造
年
」
を
参
考
に
し
て
く
だ

さ
い
）

　
ま
た
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
火

災
予
防
条
例
の
基
準
ど
お
り
、
寝
室

な
ど
に
設
置
さ
れ
て
い
る
住
宅
を
対

象
に
、「
住
宅
用
火
災
警
報
器
設
置

済
シ
ー
ル
」
を
申
請
に
基
づ
き
、
無

料
で
交
付
し
て
い
ま
す
。

　
申
請
方
法
は
、
申
請
書
に
住
宅
用

火
災
警
報
器
の
設
置
状
況
の
確
認
が

で
き
る
も
の
（
写
真
な
ど
）
を
添
付

し
、
近
く
の
消
防
署
に
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

　
申
請
書
は
各
消
防
署
に
あ
り
ま
す

が
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
設
置
済
シ
ー
ル
の
効
果
は
、
玄
関

先
な
ど
の
目
立
つ
場
所
に
貼
る
こ
と

に
よ
り
、
悪
質
訪
問
業
者
を
防
止
す

る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
設
置
し
て

い
る
こ
と
を
近
隣
に
ア
ピ
ー
ル
す
る

こ
と
で
、
地
域
全
体
へ
の
普
及
や
防

火
意
識
の
向
上
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
住
宅
火
災
か
ら
身
を
守
る
た
め
、

ま
だ
設
置
し
て
い
な
い
住
宅
に
つ
い

て
は
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置

し
ま
し
ょ
う
。

照
会
先　
消
防
本
部
消
防
総
務
課
予

防
係
☎
８
２
―
４
５
０
５

町
内
の
４
施
設（
ホ
テ
ル・

旅
館
）に
金
色
の

「
表
示
マ
ー
ク
」を
交
付

　
防
火
安
全
性
を
利
用
者
に
提
供
し
、

安
全
・
安
心
な
宿
泊
施
設
を
利
用
し

て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
「
防
火

対
象
物
に
係
る
表
示
制
度
」
が
平
成

26
年
４
月
１
日
か
ら
全
国
一
斉
に
開

始
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
制
度
は
、
町
内
の
ホ
テ
ル
・

旅
館
な
ど
の
関
係
者
か
ら
の
申
請
に

基
づ
き
、
消
防
が
審
査
し
、
表
示
基

準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た

場
合
、
銀
色
の
表
示
マ
ー
ク
（
有
効

期
限
１
年
間
）
が
交
付
さ
れ
、
そ
れ

が
３
年
間
継
続
し
た
場
合
、
金
色
の

表
示
マ
ー
ク
を
交
付
す
る
も
の
で
す
。

　
今
回
、
町
内
で
初
と
な
る
金
色
の

『
表
示
マ
ー
ク
』
の
交
付
式
を
、
10

月
２
日
㈪
に
行
い
、
４
施
設
の
ホ
テ

ル
・
旅
館
に
交
付
し
ま
し
た
。

金
色
の
表
示
マ
ー
ク
交
付
施
設

�

（
平
成
29
年
10
月
１
日
現
在
）

◎�

日
産
自
動
車
プ
リ
ン
ス
健
康
保
険

組
合
湯
本
保
養
所
（
湯
本
茶
屋
）

◎�

箱
根
の
森
お
か
だ
（
湯
本
茶
屋
）

◎�

ハ
イ
ア
ッ
ト
リ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
箱

根
リ
ゾ
ー
ト
＆
ス
パ
（
強
羅
）

◎�

箱
根
仙
石
原
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

（
仙
石
原
）

※
対
象
と
な
る
建
物　
地
上
３
階
建

て
以
上
で
収
容
人
員
が
30
名
以
上
の

ホ
テ
ル
・
旅
館
な
ど
が
対
象
で
す
。

　
な
お
、
表
示
マ
ー
ク
の
交
付
を
受

け
る
た
め
に
は
、
消
防
関
係
法
令
に

適
合
し
、
か
つ
、
建
築
構
造
・
防
火

区
画
・
階
段
な
ど
が
建
築
基
準
法
に

適
合
し
て
い
る
こ
と
が
原
則
と
な
り

ま
す
。

※
申
請
の
際
は
、
消
防
本
部
消
防
総

務
課
予
防
係
に
電
話
を
し
、
申
請
日

時
な
ど
に
つ
い
て
調
整
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
申
請
書
は
、
消
防
本
部
消

防
総
務
課
予
防
係
に
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

照
会
先　
消
防
本
部
消
防
総
務
課
予

防
係
☎
８
２
―
４
５
０
５

生
ご
み
処
理
機
器

�

購
入
費
補
助
に
つ
い
て

　
ご
み
の
減
量
化
を
推
進
す
る
た
め
、

電
気
式
生
ご
み
処
理
機
、
生
ご
み
堆

肥
化
処
理
容
器
を
購
入
し
た
方
、
業

務
用
生
ご
み
処
理
機
（
処
理
能
力
10

㎏
／
日
）
を
購
入
ま
た
は
リ
ー
ス
し

た
事
業
者
に
、
購
入
費
等
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

対　
象　
町
内
に
住
所
を
有
し
、
か

つ
居
住
し
て
い
る
方
ま
た
は
町
内
に

事
業
所
を
有
し
て
い
る
事
業
者
。
町

税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方
。

補
助
額
お
よ
び
補
助
基
数

【
電
気
式
生
ご
み
処
理
機
】

購
入
費
の
２
分
の
１
以
内
（
補
助
限

度
額
３
万
円
）・
１
世
帯
ま
た
は
１

事
業
所
に
つ
き
１
基

【
生
ご
み
堆
肥
化
処
理
容
器
】

購
入
費
の
２
分
の
１
以
内
（
補
助
限

度
額
５
千
円
）・
１
世
帯
ま
た
は
１

事
業
所
に
つ
き
２
基

【
業
務
用
生
ご
み
処
理
機
】

購
入
金
額
に
設
置
費
用
を
加
え
た
額

ま
た
は
リ
ー
ス
期
間
中
の
各
年
度
額

の
２
分
の
１
以
内
（
補
助
限
度
額

１
０
０
万
円
）・
１
事
業
所
に
つ
き

１
基

申
請
方
法　
環
境
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

照
会
先　
環
境
課

�

☎
８
５
―
９
５
６
５

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校

�

生
徒
募
集
案
内

・�

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

（
推
薦
）

応
募
資
格　
中
卒
（
見
込
含
）
17
歳

未
満
の
男
性

　
推
薦
に
つ
い
て
は
中
学
校
長
の
推

薦
な
ど
が
別
途
必
要
で
す
。

受
付
期
間　
11
月
１
日
㈬
～
12
月
1

日
㈮

試
験
期
日　
平
成
30
年
１
月
6
日
㈯

～
平
成
30
年
１
月
8
日
㈪
の
間
の
指

定
す
る
１
日

・�

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

（
一
般
）

応
募
資
格　
中
卒
（
見
込
含
）
17
歳

未
満
の
男
性

受
付
期
間　
11
月
１
日
㈬
～
平
成
30

年
１
月
9
日
㈫

試
験
期
日

（�
第
１
次
試
験
）
平
成
30
年
１
月
20

日
㈯

（�
第
２
次
試
験
）
平
成
30
年
２
月
1

日
㈭
～
平
成
30
年
２
月
4
日
㈰
の

間
の
指
定
す
る
1
日

・
教
育
及
び
卒
業
資
格
【
共
通
】

　
通
信
制
高
等
学
校
に
入
学
し
、
生

徒
課
程
修
了
時
に
高
等
学
校
の
卒
業

資
格
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

身
分
は
特
別
職
国
家
公
務
員
（
生
徒
）

で
、
手
当
の
支
給
を
受
け
な
が
ら
高

等
学
校
教
育
な
ど
を
受
け
る
制
度
で

す
。

・
自
衛
官
候
補
生
に
つ
い
て
は
、
通

年
、
募
集
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

問
合
先　
自
衛
隊
小
田
原
地
域
事
務

所
（
小
田
原
市
栄
町
１
―
14
―
９　

Ｎ
Ｔ
ビ
ル
３
Ｆ
）

�

☎
０
４
６
５
―
２
４
―
３
０
８
０

「不法投棄をしない！
� させない！　ゆるさない！」
　不法投棄は犯罪であり、法律により罰せ
られます。みなさんのポイ捨ても業者の大
量不法投棄もどちらも不法投棄です。
　不法投棄は、地域の景観を損ねるだけで
はなく、河川や土壌の汚染を起こす原因に
もなりますので、絶対にしないようにしま
しょう。
◎不法投棄をされないために
　不法投棄をされない環境づくりには、地
域のみなさんの協力が不可欠です。
　不法投棄をされた物は、その場所（土
地）の所有者、管理者が処理することと
なっています。
　所有者、管理者の方は、不法投棄をされ
ないためにも、樹木等の管理や柵を設けた
り看板を掲示したりするなど、不法投棄を
されないよう適切な管理をお願いします。
� 照会先　環境課☎85－９5６5

11月は不法投棄撲滅　　
　　　　　　強化月間です


